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３ 川崎市の税率 
 

(1) 法 人 税 割 

      
① 受託法人とは、法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される法人及び個人をいいます。 

② 人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものをいいます。 

超過課税について 

川崎市では、法人市民税の法人税割について、超過課税を実施しています。この超過課税分は、学校教育施設や 

都市基盤整備に要する費用の貴重な財源として活用しています。 

令和７年度予算では、対象事業の事業費約 251 億円に対して超過課税分約 30 億円を充当しています。 

 

 (2) 均 等 割 
 

法 人 等 の 区 分 

税 率（年額） 

区内の従業者数が 

50 人以下のもの 

区内の従業者数が 

50 人を超えるもの 

公共法人、公益法人等 など 50,000 円 

資
本
金
等
の
額 

１千万円以下である法人  50,000 円  120,000 円 

１千万円を超え１億円以下である法人 130,000 円  150,000 円 

１億円を超え 10 億円以下である法人 160,000 円  400,000 円 

10 億円を超え 50 億円以下である法人 
410,000 円 

1,750,000 円 

50 億円を超える法人 3,000,000 円 
 

① 「公共法人、公益法人等 など」とは、法人税法第 2 条第 5 項の公共法人及び地方税法第 294 条第 7 項に規定する公益法    

人等のうち均等割を申告納付するもの（法人税法別表第 2 に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。）、人格の

ない社団等、一般社団法人・一般財団法人（非営利型法人に該当するものを除く。）及び保険業法に規定する相互会社以外の

法人で資本金の額又は出資金の額を有しないものをいいます。 

なお、一般社団法人・一般財団法人（非営利型法人に該当するもの）、公益社団法人及び公益財団法人は、公益法人等に該

当します。 

② 資本金等の額については、下記「※」をご覧ください。 

③ 従業者の数には、役員のほか、アルバイト、パートタイマー等の数を含めます。 

なお、従業者のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇者（以下「アルバイト等」といいます。）については、その総勤

務時間数を用いて算定した数の合計をもって、当該アルバイト等の数として取り扱って差し支えありません。 

 

※ 均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」について  
均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」及び税率区分の判定に用いる額については、次のとおりです。 

なお、保険業法に規定する相互会社にあっては、事業年度又は連結事業年度の開始年月日にかかわらず、純資産額を資本

金等の額とし、税率区分の判定を行います。 
   

○ 「資本金等の額」 

法人税法第 2 条第 16 号に規定する資本金等の額 

ただし、無償増資、無償減資等による欠損てん補等を行った場合は、調整後の額（地方税法第 292 条第 1 項第 4 号の 2） 
     

○ 税率区分の判定に用いる額 

原則、上記の調整後の資本金等の額を用います。ただし、調整後の資本金等の額が、資本金及び資本準備金の合算額又は出

資金の額に満たない場合、均等割の税率区分の判定に用いる額は、資本金及び資本準備金の合算額又は出資金の額となりま

す。 

 
 

 
 
 

 

法 人 等 の 区 分 

税 率 

平成 26 年 10 月１日以後に 

開始する事業年度 

令和元年 10 月１日以後に 

開始する事業年度 

資本金の額又は出資金の額が 10 億円以上の法人、 

保険業法に規定する相互会社及び受託法人 
１２．１％ ８．４％ 

資本金の額又は出資金の額が 5億円以上 10億円未満の法人 １０．９％ ７．２％ 

資本金の額又は出資金の額が 5 億円未満の法人、 

資本又は出資を有しない法人及び人格のない社団等 
 ９．７％ ６．０％ 

○ 法人市民税の納付書等は、川崎市のホームページから 
ダウンロードすることができます。 

https://www.city.kawasaki.jp/ 
「くらし・総合」→「市税に関する手続（市税申請書・届出書・

手引等ダウンロード）」→「法人市民税」 

＜申告書の提出・郵送先＞ 

〒210-8511  川崎市川崎区砂子１丁目８番地９ 

川崎御幸ビル４階 

かわさき市税事務所法人課税課 諸税第２係    

電 話 ０４４－２００－３９６６ 

ＦＡＸ ０４４－２００－３９０８ 
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